
議案第７号 

 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

 

  令和２年１１月２４日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   

  



佐倉市条例第   号 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３４年佐倉市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

  第４条中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改め、同条の表中

「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に、「１００分の１５

１．７５」を「１００分の１４８．３５」に、「１００分の９８．２５」を「１

００分の９６．０５」に改める。 

第２条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、同条の

表中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２０」に、「１００分の１４

８．３５」を「１００分の１５０．０５」に、「１００分の９６．０５」を「１

００分の９７．１５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月

１日から施行する。 

 

 


